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「介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施を確保するための

基本的な指針」の改正告示について（ご連絡） 
 

拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。 

平素より当協会の活動に対し、格別のご理解ご協力を賜り厚く御礼申し上げま

す。 

 令和３年度からの第８期都道府県介護保険事業支援計画及び市町村介護保険

事業計画のガイドラインの役割を果たす「介護保険事業に係る保険給付の円滑

な実施を確保するための基本的な指針」（基本指針）が告示されました。 

 内容については、「地域共生社会の実現」「介護予防・健康づくり施策の充実・

推進」「有料老人ホームとサービス付き高齢者向け住宅に係る都道府県・市町村

間の情報連携の強化」「認知症施策の推進」「地域包括ケアシステムを支える介

護人材確保及び業務効率化の取組の強化」「災害や感染症対策に係る体制整備」

等が盛り込まれています。令和３年４月１日より適用されます。 

 官報（令和３年１月 29日付）の該当頁は以下の URLですが、当協会ホームペ

ージにも PDFを掲載しております。 

https://kanpou.npb.go.jp/20210129/20210129g00021/20210129g000210000f.html 

貴支部におかれましては、地域支部への周知をお願い申し上げます。 
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